
 京都市里道管理条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和３年３月３０日 

京 都 市 長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

京都市里道管理条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市里道管理条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第７条第１号中「軌道」の右に「，自動運行補助施設」を加える。 

別表第７条第１号に掲げる施設の項中「４，１００」を「４，４００」に，「５９０」

を「５４０」に改め，同表第７条第２号に掲げる施設の項中「１４，４００」を「１９，

２００」に，「２，６４０」を「２，５２０」に改め，同表標識の項中「３，３００」を「３，

５００」に，「４７０」を「４３０」に改め，同表通路の項中「６，２００」を「７，８０

０」に，「１，１００」を「１，０００」に，「４，１００」を「４，４００」に，「５９０」

を「５４０」に改める。 

   附 則 

 この規則は，令和３年４月１日から施行する。ただし ，第７条の改正規定は，公布の日 

から施行する。 

（建設局土木管理部道路河川管理課） 
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